
 

 

 

 

 

 

 

第８１回尾道「みなと祭」ええじゃんＳＡＮＳＡ・がりコンテストにて，久保中学校は「審査員

特別賞」を受賞しました。「青春開花」のテーマの下，「金賞とるぞ！」の掛け声の下，リーダーを

中心に練習に取り組んできました。響き渡る声，大きなおどり，乱れぬ隊列，生き生きと真剣な表

情，どれをとっても，「久保魂ここにあり！」と，「金賞」に負けないダイヤモンド並みの感動を見

ている人たちに与えることができました。 

翌４月２２日（月）に行った解団式では，リーダーたちから，「悔しかったけど，とても楽しか

った。」「金賞だったと思うほどよく頑張った。」「みんなリーダーについてきてくれてありがとう。」

など，ひとつの大きな仕事をやり遂げた感想が発表され，みんなで大きな拍手をしていました。 

みんなで心をひとつに「本気」で「挑戦」できたこと。このことを，今後行われる，中体連の大

会，体育大会，中間試験，日々の授業などに生かし，全力で取り組んでいくことを期待しています。 

今回のコンテスト参加に際して，保護者の方々に，

多大なるご協力をいただきました。生徒たちが安全安

心に参加できましたのも皆様のおかげであると思いま

す。心より感謝申し上げます。 

また，みなと祭では，「ええじゃんＳＡＮＳＡ・がり」

コンテストのほか，「春の吹奏楽まつり」へのブラスバ

ンド部の参加，希望者による「ボランティア」活動へ

の参加もありました。生徒のみなさん，本当によく頑

張りました。 

 

 

 

 

「ええじゃん」審査員特別賞受賞！ 

自ら学び，心豊かにたくましく未来を切り拓く生徒の育成 
～ ＫＵＢＯ ＰＲＩＤＥ 本気・挑戦・愛拶 ～ 

尾道市立久保中学校 
学校だより 

令和６年４月２４日（水） 
第２号 

長江中学校と合同で参加 

尾道市春季総合体育大会が５月１１日（土）・１２日（日）に開催されます。 
 

ぜひ応援にお越しください。 

会場や時間は，各部活動から生徒に配付されます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※予定は変更する場合があります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※デリバリー給食６月分の注文日は５月１０日（金）・５月１３日（月）です。 

５月 ３日（金）憲法記念日         ５月２０日（月）～２１日（火）中間テスト 

５月 ６日（月）振替休日          ５月２１日（火）眼科検診（全学年） 

５月 ８日（水）内科検診（３年）      ５月２２日（水）内科検診（１年） 

５月１０日（金）心電図検査（１年）     ５月２５日（土）南部地区中体連春季大会 

５月１１日（土）市中体連春季大会      ５月２６日（日）南部地区中体連春季大会 

５月１２日（日）市中体連春季大会      ５月２８日（火）実力テスト（３年） 

５月１３日（月）授業参観・中間テスト発表  ５月３０日（木）生徒総会・歯科検診（全学年） 

        ＰＴＡ役員会・実行委員会  ５月３１日（金）英語検定 

５月１５日（水）内科検診（２年）       

【警報発令時の対応について】 

尾道市に気象警報が発令された場合には，生徒の安全確保のため，原則として次のように対応します。 

（１）朝６時までに特別警報が発令された場合 

   ・臨時休業とします。 

（２）朝６時までに警報（大雨・洪水・暴風・暴風雪・大雪・波浪・高潮）が発令された場合 

   ・自宅待機とし，学校からの指示を待ちます。 

・午前１１時までに警報が解除となった場合は，登校時刻を連絡します。 

・午前１１時以降も警報が継続して発令されている場合は，臨時休業とします。 

（３）朝６時以降に警報が発令された場合 

・自宅待機とし，学校からの指示を待ちます。 

・すでに登校している生徒は，安全が確保されるまで学校で待機します。下校させる場合は

改めて連絡をします。 

   ・午前１１時までに警報が解除となった場合は，登校時刻を連絡します。 

・午前１１時以降も警報が継続して発令されている場合は，臨時休業とします。 

【自宅での過ごし方】 

・強風や増水，土砂災害など，危険な状況が想定されるため，臨時休業や自宅待機中は，外出をしな

いようご家庭でもお話ください。 

【いじめ・体罰・セクシュアルハラスメント相談窓口】 

久保中学校は，いじめ・体罰・セクハラを許しません。 

本校の相談窓口担当は，教頭・新田・今宮・東・香川・本岡です。 

久保中学校 ３７－３９６１（プライバシーは厳守します。安心してお電話ください。） 

 また，次の電話番号でも相談を受け付けています。 

○尾道市教育委員会 ０８４８－２０－７４５３  ○広島県教育委員会事務局 

○広島県立教育センター ０８２－４２７－３０７６   ０８２－５１３－４９１７～４９１９ 

○パワハラ相談窓口専用 ０８２－５１３－４９８５ 


